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新型コロナウイルス感染症対策に係る臨時休校について（通知） 

 

 皆様方におかれましては本町の教育施策及び本校の教育活動に御協力いただきまして，ありがとうございます。 

 さて，日本国内において新型コロナウイルス感染症が拡大しており，今後も感染の拡大が懸念されております。

現在のところ本県及び本町で感染者は確認されていませんが，予断を許さない状況です。 

 つきましては，日本政府及び文部科学省，県教育委員会の要請を受け，本町及び本校におきましても児童生徒

への感染拡大防止のため，下記のとおり臨時休校の措置をとることになりました。 

 保護者の皆様方には多大な御迷惑をおかけするかと存じますが，御理解，御協力のほどよろしくお願いします。 

 

記 

 

 １ 臨時休校の期間について 

   令和２年３月３日（火）～ 令和２年３月16日（月） まで 

  ※ 状況によっては変更になる可能性もありますので，その際には再度お知らせします。 

 

 ２ 臨時休校期間中の対応について 

  (1) 児童生徒につきましては，原則として自宅待機をお願いします。 

    （子供だけで外出することがないようにお願いします。） 

  (2) 自宅でも学校と同様に基本的な生活習慣を整えて過ごさせてください。 

    各学校から配布される「春休みの生活のしおり」のとおりとします。 

    (3) 家庭での学習につきましては，教科書に掲載されている問題に取り組む，学校から配布されている課題

や問題集に取り組む等，当該学年の復習を中心にさせてください。 

  (4) 今後とも感染症予防対策（うがい・手洗い・換気・マスク着用等）を継続して行ってください。 

  (5) 感染拡大防止のため，不用不急の外出を避け，人の集まる場所へは必要以上に行かないようにしてくだ 

さい。 

  (6) 期間中，部活動等は活動を休止します。また，学校開放も中止します。スポーツ少年団活動につきまし

ては，自粛をお願いします。 

 (7) 公立高等学校入学者選抜（３月５日～６日）につきましては，現在のところ予定どおり実施されます。 

  （面接試験は実施されません。）変更等がありましたら，学校から各家庭に電話等で連絡いたします。 

  (8) 中学校卒業式（３月12日）につきましては，卒業生とその保護者，教職員のみでの開催の予定です。 

  詳細につきましては，後日各学校よりお知らせします。 

 

 ３ 児童生徒に次のような症状が見られた場合には，「帰国者・接触者相談センター」（別紙）に連絡してくだ 

   さい。（近隣では出水保健所 ℡ ０９９６－６２－１６３６ があります。） 

  ・ 風邪の症状や37.5度以上の発熱が４日以上続く場合 

    （解熱剤を飲み続けなければならない場合も同様） 

  ・ 強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある場合  

 

 ４ 臨時休校期間中の連絡先は，各学校（℡ ８６－０００６）または教育委員会（℡ ８８－５５１１）に 

   お願いします。 


